
Ⅱ　森林づくりの取組等について
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図１－１　造林（植栽）及び間伐実施面積の推移 （資料：長野県林業統計書）

１　森林づくりの方向性

　（１）　これまでの取組

　本県の民有林では、昭和20年代半ばから40年代にかけて、カラマツを主体に積極

的な造林が行われ、その結果、約33万ヘクタールの人工林が造成されました。

　森林、特に人工林では、その多面的な機能を持続的に発揮させるためには、植栽

を行って以降、利用期に至るまでの間、下刈り、除伐、間伐などの保育（森林づく

り）を適時・適切に行っていく必要があります。

　このことから、県では、森林所有者等が自らに行う「森林整備への支援」や、保

安林等において県等が行う「公的な森林整備」により積極的に森林づくりに取り組

んできました。

　特に昭和56年度からは、森林づくりの主体である間伐を計画的に推進するため、

「間伐総合対策」を策定して取り組んだほか、森林・林業に関する「長期構想」を

策定し、長期的な視点に立った森林づくりを進めてきました。
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　（２）　森林づくり条例の策定

　森林・林業を取り巻く情勢が大きく変化する中で、間伐などの手入れが不足する

など、森林のもつ多面的な機能の発揮に支障をきたす憂慮すべき状態が続いていま

す。

　このため、県では、社会全体の共通の財産である森林を健全な姿で次の世代に引

き継いでいこうと、県民が主体的に森林づくりに参加するための基本理念や基本方

針、新たな仕組みを定める「長野県ふるさとの森林づくり条例」を平成16年10月に

制定しました。

◆ 基本理念
　　森林が持続可能な社会を支える基盤であり、社会全体の共通の財産であることに
　かんがみ、その機能が持続的に発揮されるよう、それぞれの地域において、県民の
　理解と主体的な参加の下で、森林づくりを行う。

◆ 基本方針
　・ 森林の多面的な機能を発揮するための森林の整備及び保全
　・ 身近な資源である県産材の有効利用
　・ 森林資源及び森林空間の総合的かつ多面的な利活用

森林づくりの基本理念・方針

●　基本理念等に
　則した施策の策
　定・実施
●　県民・森林所
　有者との協働
●　国・市町村と
　の 緊密な連携

県

●　基本理念等に
　則し、森林づく
　りの重要性を認
　識し、森林づく
　りのための活動
　に積極的に参加
●　県が実施する
　施策への協力

県　民

●　基本理念等に
　則した森林の整
　備の推進及び保
　全の確保
●　県が実施する
　施策への協力

森林所有者

●　基本理念等に則し
　た事業の実施及び県
　の実施する施策への
　協力
●　開発行為を行う場
　合は、森林の多面的
　な機能の持続的な発
　揮に支障を及ぼさな
　いよう配慮

事 業 者

森林づくりに関するそれぞれの責務

● 県民の主体的な参加の促進
● 県外における理解と協力
● 森林の整備の推進及び保全の確保
● 県産材利用の促進
● 林業、木材産業等の持続的かつ健全な発展
● 森林空間の多面的利用の促進
● 山村地域の活性化

森林づくり指針

森林づくりに関する県の基本的な施策

本県の目指すべき森林の姿

と、その実現に向けた森林づ

くりに関する施策を推進する

ための基本指針の策定

　『長野県ふるさとの森林づくり条例』の概要
平成16年10月14日公布・施行

（一部　平成17年1月1日施行）

※　そのほか、　「新たな仕組み」として、①森林整備保全重点地域制度、②里山整備利用地域制度
　 を定めています。
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　（３）　めざす森林の姿と展開方向（森林づくり指針）

　県では、「長野県ふるさとの森林づくり条例」の規定に基づき、平成17年６月に

「森林づくり指針」を策定しました。

　これは、100年先、すなわち22世紀の長野県の森林のあるべき姿と、その森林の姿

を実現するために、県民と県が取り組むべき長期の森林づくりの展開方向を明らか

にするとともに、今後おおむね10年間の県施策の展開方法を定めたもので、広く県

民の皆様の参加を得て策定しました。

　

め ざ す 森 林 の 姿

　

41%

59%

針
葉
樹

広
葉
樹

現 在

注）
　　現状の森林面積を
　　指針策定時点から
　　平成19年度時点に
　　更新しています

針葉樹人工林を主体とする森林

長期にわたり資源が

循環する森林に誘導

46%

28%

26%

針葉樹林広
葉
樹
林

針広混交林

100年後

針葉樹と広葉樹が適度に

混交する森林に誘導

針葉樹と広葉樹の割合

６：４　→　４：６
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展 開 方 向

保全林

自然推移林

循環林

　　　　　　　　　●持続可能な木材等の生産を目標とし自然環境に配慮しながら維持・管理します。

　　　　　　　　　●高性能林業機械の導入と林内路網の整備により、低コスト林業を展開します。
循  環  林

　　　　　　　　　●公益的機能の持続的発揮を主な目標として、維持管理します。

　　　　　　　　　●水源かん養、山地災害の防止という公益的機能の高い森林は、その機能を高める
　　　　　　　　　　整備を行います。

　　　　　　　　　●生活環境の保全等の公益的機能の高い森林は、自然力を生かしながらその機能を
　　　　　　　　　　高める整備を行います。

　　　　　　　　　●いずれも強度の間伐など必要最低限の整備を実施し、針広混交林を造成します。

保　全　林

　　　　　　　　　●奥地または林内路網から遠距離(500m以上)に位置し、今後の持続的な整備が困難
　　　　　　　　　　な森林には、原則として手を加えず自然力を最大限活用して管理していきます。
自然推移林

　社会全体の共通の財産である森林から、多面的な機能を一定レベル発揮させて

いくために、今後の維持・管理に最低限どこまで人的関与をすべきかを考慮し、そ

の範囲や方法を次の３つの方法に区分して森林づくりを進めます。

針広混交林への誘導の方法

第２段階（概ね３０年間）
　　【単純な一斉林から多様性のある森林への誘導段階】

５０年後
　　【整備、利用、再生等が循環に行われる段階への移行期】

２２世紀
　　【針広混交林が成熟し多様性のある森林が支える森林社会の実現へ】

第１段階（現在から概ね２０年間）
　　【強度間伐を中心とした健全な森林づくりの重点実施期間】

自然力によって下層への広葉樹を誘導

発生した広葉樹を育成し、針広混交林へと誘導

下層の広葉樹の生長によって針広混交林へ移行
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図２－１　県一般会計当初予算額の推移

図２－２　平成19年度林務部予算額　（造林事業の２月補正等を含む）

（以上の資料：森林政策課業務資料）

２　森林づくりの取組状況

　（１）　森林・林業施策の概要

　「長野県ふるさとの森林づくり条例」に基づき策定した「森林づくり指針」にお

いて、平成27年度までの数値目標を掲げ、「緑の社会資本」である森林の整備と、

林業・木材産業の振興に向け、４本柱の施策体系により総合的かつ効果的な施策を

進めています。
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362億円（H6）

森林整備予算額

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

県 予 算 額

（億円）
1兆306億円（H13）

8,462億円（H19）

169億円（H19）

30%

27%

7%

9%

27%

174億円

森林整備

4,704,703千円

　　　1,646,177千円　　　　林道

　　　5,156,409千円　　  　　治山

注）
　・森林整備分を除く
　・直轄負担金を含む

　　　1,273,590千円

　　  　災害復旧
一般行政費　　　4,644,213千円
(造林・林道を除く補助事業等）

注）以下を含む
　・造林事業２月補正分
　・治山の森林整備分
　・特別会計の県営林分

 （千円）

当 初 2,679,747
補 正 377,064
計 3,056,811

4,704,703合計

（特別会計）

造 林
事 業

1,469,645

178,247

（森林整備分）
治 山 事 業

県 営 林 事 業
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」

の

整
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林

業

・

木

材

産

業

の

振

興 　森林関連産業の創造　　　　　　　　　　　　　　～　村興し　～

活力ある山村づくり

健全な森林づくり

　　安心・安全を守る森林づくり　　　　　　　～　森興し　～

森林づくりのための基盤整備

多様な野生鳥獣が共存できる環境づくり

●間伐の実施計画　　　　　５年間（H16～H20）　　８６，０００ha
　　　　　　　　　　　　　　　　１２年間（H16～H27）　２５１，４００ha

●保安林の配備計画 　　配備率　３０％（H15）→ ５０％（H27）

●林内路網密度　　１７．８ｍ／ha（H15）→１９．１ｍ／ha（H27）

●高性能林業機械整備台数　　75台（H15）→ 180台（H27）

　　信州・木のある暮らしの創造　　　　　　　～　木興し　～

信州の木の利用促進

信州の木の生産・供給体制づくり

●信州の木を５０％以上使用し、助成等を活用した
　　木造住宅の着工戸数　　６６戸（H15）→１，０００戸（H27）

●木質バイオマスエネルギー利用施設の整備
　　　木質ペレット製造施設　１施設（H15） →     ５施設（H27）
　　  木質ペレットストーブ　　150台（H15） →   3,700台（H27）
　　　木質ペレットボイラー 　　　0台（H15） →     240台（H27）

●間伐材の搬出面積　　　　　2,900ha（H15）→6,000ha（H27）

●素材生産量（民有林）　146,000ｍ
３
（H15）→ 235,000ｍ

３
（H27）

　森林づくりを担う人材の育成　　　　　　　　～　人興し　～

森林と人とが関わる仕組みづくり

●みどりの少年団結成目標　　　　１６１団（H15）→ ２００団

未来の森林づくりを担う人材の育成

●林業従事者数　　　　　３，０２１人（H15）→ ３，７００人（H27）

森林・林業施策体系と「森林づくり指針」に掲げる数値目標

23



　（２）　信州の森林（もり）づくりアクションプラン

　特に、喫緊の課題である間伐の計画的な実行確保を図るため、平成17年６月の

「森林づくり指針」策定と同時に「信州の森林（もり）づくりアクションプラン」

を策定しました。

　間伐すべき森林（25万1,400ヘクタール）をすべて整備するとともに、間伐材の搬

出・利用を促進するという、現在の重点課題に対する「行動計画」に位置づけて取

り組んでいます。

　『信州の森林（もり）づくりアクションプラン』の概要

1
5
,0

0
0

1
6
,0

0
0

1
7
,0

0
0

1
8
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
2
,0

0
0

2
3
,4

0
0

2
4
,0

0
0

2
4
,0

0
0

2
4
,0

0
0

2
4
,0

0
0

2
4
,0

0
0

8
,2

6
6

8
,8

1
5

1
1
,8

9
2

1
6
,6

7
2

1
6
,0

1
5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

間
伐
面
積

（ｈａ）

計 画

実 績

飯山市

中
野
市

長野市

須坂市

大町市

上田市

松本市

小諸市

佐久市

茅野市

塩尻市

諏
訪
市

伊那市

駒ヶ根市

飯田市

岡
谷
市

千曲市

小谷村

白馬村

信濃町

牟礼村

三水村

木島平村

野
沢
温
泉
村

栄村

山ノ内町

小布施町

高山村

美
麻
村

小川村 中
条
村

信州新町

八坂村 真田町

坂城町

松川村

池
田
町

生
坂
村

明
科
町

本城村

麻
績
村
坂井村

青木村穂高町

東御市

御
代
田
町

軽井沢町

立
科
町

丸子町

武石村

和田村
長
門
町

山
形
村

波
田
町

南牧村

小海町 北相木村

南相木村

川上村

原村

富士見町
高遠町

長谷村

大鹿村豊丘村

松川町

高森町

喬木村

清内路村

上村

南信濃村

天竜村

阿南町

泰
阜
村

下
条
村

浪合村

売
木
村根羽村

平
谷
村

阿智村

南木曽町

大桑村

上松町

三岳村

王滝村

開田村

木
曽
福
島
町

日
義
村

木祖村
辰野町

箕輪町

南箕輪村

三郷村

堀金村
豊
科
町

坂北村

朝日村

佐久穂町

宮田村

飯島町

中川村

下
諏
訪
町

須
坂
長
野
東
ＩＣ

長
野
ＩＣ

更
埴
ＩＣ

麻
績
ＩＣ

豊
科
ＩＣ

松
本
ＩＣ

塩尻北ＩＣ

塩尻ＩＣ

岡
谷
ＩＣ

伊
北
ＩＣ

伊那ＩＣ

駒
ヶ
根
ＩＣ

松川ＩＣ

飯田ＩＣ
園原ＩＣ

諏
訪
ＩＣ 諏

訪
南
ＩＣ

上信越自動車道

中
央
自
動
車
道

中央自動車道

上信越自動車道

な
が
の

うえだ か
る
い
ざ
わ

さ
く
だ
い
ら

信州中野ＩＣ

信
濃
町
ＩＣ

豊田飯山ＩＣ

坂
城
ＩＣ

上
田
菅
平
ＩＣ

小
諸
ＩＣ

佐
久
ＩＣ

北陸新幹線
(長野行新幹線)

長
野
自
動
車
道

東
部
湯
の
丸
ＩＣ

凡例

間伐計画地

広葉樹等

国有林

民
有
林

間
伐
推
進
マ
ッ
プ

＜平成17年6月10日策定＞

達成目標　251,400ha

５年間で86,000ha

第６期間伐総合対策

　　　平成27年度までに長野県の民有林における間伐すべき森林、

　　　　　　　　県土の５分の１にあたる251,400ヘクタールすべてを手入れします。

間伐材の搬出・利用を促進

◆高性能林業機械

◆素材生産量（国有林＋民有林）

◆木造住宅
   （信州の木を５０％以上利用し、助成等を活用）

◆ペレットストーブ

整備台数　７５台（H15）　→　１８０台（H27）

年間　２４５千ｍ３（H15）　→　３３５千ｍ３（H27）

年間　６６戸（H15）　→　１，０００戸（H27）

整備台数　１５０台（H15）　→　３，７００台（H27）

アクションプランを実行することにより

１　森林の多面的機能の向上を図ります

２　間伐材を有効に利用することで、
                    　　　　　　　循環型社会に寄与します
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図２－３　森林整備事業の県予算額及び間伐面積の推移

　２－３－１　森林整備事業県予算額　（実行年度に対応する各年度の補正予算を含む）

（資料：森林政策課業務資料）

　２－３－２　間伐面積

（資料：森林整備課業務資料）

　（３）　森林整備事業の実施状況

　「信州の森林（もり）づくりアクションプラン」に基づき、森林の多面的機能の

持続的発揮をめざす森林整備事業を実施しています。

　実施にあたっては、国庫補助金の確保に努め、森林所有者等が自ら行う「森林整

備への支援」に加え、森林の機能発揮を図る上で特に重要な地域や保安林等におい

て、市町村または県が主体となって行う「公的な森林整備」を進めています。

　平成19年度の県予算においては、県民の生命・財産を守る安全な地域づくりをめ

ざした「減災」対策の主要施策として森林整備事業を位置付け、間伐実行予算を確

保をして取り組んでいます。
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事 業 概 要 事 業 主 体
Ｈ19県予算額

（間伐計画面積）

　森林組合や林業事業体等が計画的に行
う森林整備を支援します。

 地方公共団体
 森林組合
 施業計画認定者等

2,834,267千円
（14,630ha）

県
単
独
事
業

　公的な管理が必要な森林について、県と
市町村との連携により所有者負担を要し
ない整備を実施します。

市 町 村
101,120千円

（559ha）

　特に定めた重要な流域の森林整備を県
営により実施します。

県
121,424千円

（311ha）

　森林の公益的な機能を持続的に発揮さ
せるため、機能が低下している保安林の
整備を県営により実施します。

県
1,469,645千円

（2,000ha）

　県営林について、公益的機能の発揮と
地域の模範となる森林経営をめざした整
備を実施します。

県
178,247千円

（500ha）

事 業 名

治

山

事

業

費　　用　　負　　担　　割　　合

国
庫
補
助
事
業

区
分

森

林

整

備

へ

の

支

援

造

林

事

業

信

州

の

森

林

づ

く

り

事

業

公

的

森

林

整

備

事

業

流
域
管
理

森
林
と
水
特
別
対
策
事
業

公

的

な

森

林

整

備

県営林事業
（特別会計）

主 な 森 林 整 備 事 業 の 概 要

国 県

51%（補助率3/10×査定係数1.7） 17%
（補助率1/10×
査定係数1.7）

県
（任意）

32%
（補助残）

県 市町村 森林所有者負担

実質補助率　40％

4/10 所有者負担30%3/10

所有者への補助率 70％

国 県 森林所有者負担

実質補助率 70％

51%（補助率3/10×査定係数1.7） 19%
（補助率1/10×査定
係数1.7+任意2%）

所有者負担30%

16%

国 県

実質補助率 84％

51%（補助率3/10×査定係数1.7） 17%
（補助率1/10×
査定係数1.7）

県
（任意）

市町村

補助残を折半

16%

多くの市町村が嵩上げ補助
により所有者負担を軽減

国 県　債

５０% ４５%
（国庫補助残の90%が上限）

県

５%
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　（４）　森林づくりを進めるにあたっての課題

　社会全体の共通の財産、「緑の社会資本」である森林を健全な姿で次の世代に引

き継いでいくためには、現在喫緊の課題となっている「間伐」を着実に実施してい

く必要があります。

　このため、森林づくりの行動計画である「信州の森林（もり）づくりアクション

プラン」に基づく計画間伐の着実な実行から、間伐材の搬出・利用に至るまでの取

組を総合的かつ効果的に進めていくことが重要となっています。

　また、間伐は先送りすることなく、集中的に実施しなければならない時期を迎え

ていることから、国庫補助金の確保や効率的な事業の実施とともに、新たな財源確

保が必要となっています。

　間伐を着実に進めるためには
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間
伐
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今 後 の 計 画

実 績

（
見
込
み
）

（
予
算
ベ
ー
ス
）

Ⅱ　実行体制の整備 ①　担い手の確保・育成

②　機械化や道路網の整備

Ⅰ　計画間伐の推進 ①　市町村や森林組合との協働
　　 による計画的な間伐の推進

Ⅲ　間伐材の利活用 ①　間伐材の利活用の推進

②　効率的な事業の実施

③　新たな財源の確保

①　国庫補助金の確保Ⅳ　財源の確保
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図表３－１　森林整備等を目的とした独自課税の県別導入状況

（資料：森林政策課調べ）

３　森林づくりのための新たな財源確保

　（１）　他県の取組状況

　平成12年度に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」

（地方分権一括法）が施行されたことを契機に、全国の多くの地方公共団体では

様々な独自課税について検討が進められています。

　その中で、森林整備等を目的とした税の導入について多くの県で検討がなされて

おり、平成15年度から「森林環境税」を導入した高知県をはじめとして、平成19年

４月までに24県が独自課税の仕組みを設けています。

■条例可決済み･･･････････２４県
　うち導入済み･･･････････２３県

■検討中（本県含む）･････１９道府県

■現在検討していない･･･････４都府県
　（群馬県、東京都、大阪府、沖縄県）

 色区分 課税開始年度 県 数 累 計

平成１５年度～ 高知県 １ １

平成１６年度～ 岡山県 １ ２

鳥取県、鹿児島県、島根県、愛媛県、

山口県、熊本県

兵庫県、福島県、奈良県、大分県、

滋賀県、岩手県、静岡県、宮崎県

神奈川県、和歌山県、富山県、山形県、

石川県、広島県、長崎県

課 税 準 備 中 福岡県　（18.12議決、２年以内に公布） １ ２４

県　　名　　（条例議決順）

平成１７年度～

平成１８年度～

平成１９年度～ ２３

６ ８

８ １６

７
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表３－２　森林整備等を目的とした独自課税（超過課税）の超過税額（率）一覧表

（資料：森林政策課調べ）

　これらの県の税を定めた条例では、森林のもつ機能を全ての県民が享受している

ことを示した上で、広く県民に課税することとしており、既存の個人・法人県民税

均等割の税率を引き上げる超過課税方式を採用しています。

 

１１％ １０％ ５％ ３％ ５００円 なし 計

１，０００円 ３県 ３県

８００円 1県 1県 ２県

５００円 １５県 １県 １６県

４００円 1県 1県

３００円 １県 １県※ ２県

計 １県 ４県 １６県 １県 １県 １県 ２４県

個
人
超
過
税
額

法人への超過税率（額）

※　神奈川県は法人への賦課はなく、個人県民税の均等割と所得割（0.025%）の超過課税
　の方式を採用しています。

 個人超過税額 県 名

１，０００円 　福島県、岩手県、山形県

　　８００円 　兵庫県、滋賀県

　　５００円 　高知県、岡山県ほか１４県

　　４００円 　静岡県

　　３００円 　鳥取県、神奈川県

 法人超過税率 県 名

１１％ 　滋賀県

１０％ 　兵庫県、福島県、岩手県、山形県

５％ 　岡山県、静岡県ほか１４県

３％ 　鳥取県

５００円 　高知県

なし 　神奈川県

　税の使途については、「森林環境の保全」、「森林を県民で守り育てる意識の醸

成」等の森林づくり関係事業に活用しており、さらに22県では「基金」を設けて、

その使途を明確にしています。

　また、福島県、山形県、広島県では市町村への交付金を設け、地域の独自性を発

揮した森林づくりへの支援も行っています。

　なお、兵庫県と広島県ではその使途を都市地域の緑化まで広げています。

　また、神奈川県は水源環境の保全・再生を目的とした超過課税であり、その主要

施策として森林づくりを位置づけており、そのほかに河川や地下水の保全対策、公

共下水道や合併浄化槽の整備促進等を実施しています。
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愛知県９市町村、岐阜県３町村 愛知県

長野県２村（根羽村、平谷村） 愛知県20市町村

（資料：森林整備課業務資料）

上伊那広域水道用水企業団長野県２市町（諏訪市、箕輪町）

水道水源環境保全基金 平成13年6月

下流地域

愛知県安城市

愛知県18市町村

上流地域

長野県根羽村

愛知県８市町村

沢 川 水 源 基 金 平成4年10月

表３－３　民有林の森林整備に係る上下流協力事例

木曽広域連合（木曽町他５町村） 愛知中部水道企業団

　　イ　企業との連携「森林の里親」

基 金 豊 川 水 源 基 金 昭和52年12月

長野県６市町村（阿南町、売木村、天龍村、阿智村（旧浪
合村）、飯田市（旧上村、南信濃村）、泰阜村

矢 作 川 水 源 基 金 昭和53年2月

　（２）　県内における財源確保の様々な取組

　　ア　流域あげての連携「上下流連携」

分収育林

区 分

矢 作 川 水 源 の 森

名 称 設置年月

平成3年12月

　森林づくりを進めるため、県内では様々な手法による財源確保の取組が進められ
ています。

　木曽広域連合と愛知中部水道企業団（愛知県の豊明市、日進市、東郷町、長久手

町、三好町の５市町で構成）の間では、木曽川の源流域における森林整備を促進し

水資源の安定的な確保を図ることにより水循環型社会の構築を図ることをめざし、

森林法第10条の13に基づく「森林整備協定」を平成15年２月に締結しました。

　この協定に基づき、上流の木曽地域、下流の愛

知県２市３町では、ともに水道料金１㌧１円の基

金積立を行い、平成17年度から木曽地域での間伐

事業に活用しています。

　このほかにも、下流の地方自治体等が設置した

基金等により、上流域の森林整備事業に対する支

援が行われています。

　荒廃が懸念される森林の整備や山村集落の再生のため、県が仲介役となって企業

等の社会貢献活動を誘導する取組で、森林の整備と活動に意欲を有する地域と、環

境保全活動に熱心な企業等を結びつける「森林（もり）の里親促進事業」を県下各

地で行っています。

図３－２　里親事業の仕組み
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（資料：林業振興課業務資料）

図３－３　平成15年度県政世論調査結果 　　　図３－４　平成19年度県政世論調査結果（速報値）

（設問） （設問）

　（３）　みんなで支える森林づくり

　森林の果たす役割に対し、年間ど
の程度まで負担できますか。

　健全な森林づくりを進めるために
年間どの程度まで負担できますか。

計 ２４件　

５月末現在

18年度

19年度 １，５００万円　

５，６８０万円　

２０件　

２４件　

１，３３０万円　

16年度

17年度

１０件　

１５件　

５０万円　

１，０００万円　

１，８００万円　

年度

表３－４　森林の里親契約数等の推移

累計契約数 支 援 金 額 備 考

15年度 １件　

　県土の約８割を占める森林は、山地災害の防止や水源のかん養、地球温暖化の防

止、さらには循環型資源である木材の提供など、多くの恩恵を与えてくれる県民に

とってかけがえのない財産です。

　しかし、この森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくためには、今後10年間は

集中的に間伐を実施しなければならない、先送りのできない時期を迎えています。

　県民共通の財産である森林を適切に管理し、県民の様々な要望に応えるには、現

行の施策事業を活用し、着実に森林整備を推進するほか、すべての県民が森林の恩

恵を享受していることを認識し、県民全体で支えるという視点に立った森林づくり

が必要となっています。

　森林づくりに対する費用負担

1,000円
25%

500円
25%

300円
11%

100円
9%

不明
6%

1,000円
より多くて

も可能
14%

負担
できない

10%

1,000円
27%

500円
25%

負担
できない

9%

1,000円
より多くて

も可能
12%

不明
4%

100円
11%

300円
12%

※数値は、速報値のため異動する場合があります。

有効回答数　1,311 有効回答数　1,439
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